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地域調査部は、本所と小田原分 室（以下分室）の二部所で構成され、分室で は

食品 衛生 対策 とし て食 品中 の細 菌検 査及 び添 加物 検査 、感染 症対 策と して 便の 細

菌培養検査及 び浴 槽水のレジオネラ属菌検査、環境衛生対策とし て飲 料水 、プ ー

ル水、旅 館排水の検査を行っています。今回は、そのうち食品添加物の 検査 につ

いてご紹介し ます 。 

 

食品添加 物と は 

食品添加 物は、主に食品の製造または加工に使用す るもの、食 品の 品質 を保 つ

もの 、食品の嗜 好性を向上するもの、栄 養の 補填・強化 のた めに 使用 する もの 等 、

様々な目的で 使 用され、現代の食 生活に欠か せないものとな って いま す （表）。

しかし、古くか らの経験の中で選ばれてきた食 品と異なり、安全性 の確 保に は細

心の注意 を払う必 要があります。食品添加物の安全性を確保するため に 、国 では

健康 への 影響 に関 する 評価 を行 い、人 の健 康を 損な うお それ のな い場 合に 限っ て

使用を認 め 、必要に応じて使用基準 注 )を定めています 。また、使用が認められた

食品添加物についても、継続 的に国民一人 当たりの摂取量を調査する等、食 の安

全が守られる仕組みとなってい ます。 
  

 

 

注）使用基準  

ある食品添加物について、人が

生涯その物質を毎日食べ続け

たとしても、健康への影響がな

いと推定される 1 日あたりの

摂取量（ADI）等を基に決めら

れた、使用できる食品や最大量

等に関する基準。  

表 主な 食品 添加 物の 種類  

地域調査部小田原分室の試験検査の取り組み

「食品添加物の検査」

食品添加物とは
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検査方法 

ここ で は、分室における保存料検査の概要を説明します（図１）。まず、保健

福祉事 務 所等の依頼者から、検査をする食品（検体）を受け取ります （ 受 領）。

次に、 フ ードプロセッサー等で検体を均質にして（均質化）、食品中 の 保 存 料を

蒸留に よ り抽出・精製し、取り出します（抽出・精製）。その後、高速液体クロ

マトグラフという分析機器を用いて測定します（測定）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１  保存料の検査方法 

 

実施状況 

平成 28 年４月～平成 29 年 12 月末における分室の食品添加物の検査実施状

況をまとめました。図２は、分室で検査した食品の分類と各食品添加物の検 査項

目数（ 検査した検体毎の食品添加物の種類の数）を示しています。野 菜類・果 実

類及びその加工品の検査項目数が最も多く、菓子類、魚介類加工品、肉・卵類 及

検査方法

実施状況
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びそ の 加工品と続きます。検査項目数全体の内訳としては、保 存 料 が最も多く、

甘味料、着色料、発色剤と続きます。また平成 2８年４月～平成 29 年 12 月末

までの間に、使用基準等に適合しない検体はありませんでした。  

図２  検査した食品の分類と各食品添加物の検査項目数 

（平成 28 年 4 月〜平成 29 年 12 月末） 
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再生紙を使用しています。

神奈川県衛生研究所ホームページを

ご覧ください

食の 安全 確保 に向 けて  

 分室で は、県内 に流 通す る食 品に 使用 され た食 品添 加物 が

基準 に適 合し てい るか どう かを 確認 する ため に、検 査 を実 施

して いま す。使用 基準 に適 合し ない 場合 は、行政 機関 が製 造

者 へ 指 導 を 行 い 、 改 善 状 況 を 確 認 す る 等 の 措 置 を と り ま す 。

また、衛 生研 究所 のホ ーム ペー ジに は試 験検 査実 施状 況を 年

度別 に掲 載し てい ます 。地 域調 査部 は、今後 も食 品添 加物 等

の検 査を 通し て、県民 の皆 様の 食の 安全 を守 る使 命を 果た し

てい きま す。  

 

 

（参考出典・参考リンク）  
 

・食品添加物（厚生労働省）

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokute

n/index.html  

・食品別の規格基準について（厚生労働省）  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/jigyous

ya/shokuhin_kikaku/  

・平成 29 年度第８回かながわ食の安全・安心基礎講座（本県生活衛生課）

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6576/p1200700.html 

・神奈川県衛生研究所 

http://www.eiken.pref.kanagawa.jp/  

・食品衛生の窓（東京都福祉保健局）  

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/index.html 

 

    （地域調査部小田原分室 上原基浩）  

 

食の安全確保に向けて


